
相模原市営斎場長寿命化改修・運営事業事業者選定アドバイザリー業務委託 

仕様書 

 

１ 業務名 

相模原市営斎場長寿命化改修・運営事業事業者選定アドバイザリー業務委託 

 

２ 目的 

相模原市営斎場長寿命化改修・運営事業（以下、「本事業」という。）は火葬場運営を中

止することなく実施することを前提に、令和６年度に実施した相模原市営斎場長寿命化改

修計画作成及び民活導入可能性調査業務報告書を踏まえ、実際に改修及び運営を行う民間

事業者の公募及び選定するため、事業前提条件や改修計画の精査をはじめ、入札に係る資

料の作成から、事業者提案の審査、契約の締結までに必要となる各種検討や資料作成等を

行うことを目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

（１）改修計画の精査 

令和６年度の委託成果品である相模原市市営斎場長寿命化改修計画（以下、「改修計画」

という。）及び民活導入可能性調査 (以下「導入可能性調査」という。)報告書等を踏ま

え、必須となる改修項目について改修工事の範囲や内容を、業務の初期段階において精

査し、明確化する。 

なお、本事業において、条例で定める休場日、施設管理・運営者が定める休場日（年

２回）、及び月に１度の休炉日以外は、最小限の火葬場運営休止期間とすること。 

（２）事業スキームの精査 

民間活力を導入した事業手法（ＤＢＯ方式）における改修から運営までの事業全体の

スキームを整理し、民間事業者を募集するための要件(事業範囲、事業期間、適切なリス

ク分担、ＳＰＣの設立条件等を含む)について、早急に精査を行う。 

（３）実施方針及び要求水準書(案)の作成等 

ア 実施方針の作成 

  事業概要、事業スケジュールおよび参加資格要件等を整理し、実施方針を作成する。 

イ 要求水準書（案）の作成 

  改修計画を精査した上で、対象となる斎場の設計及び建設に係る要求水準、運営・

維持管理に係る要求水準について、改修計画の民間事業者の創意工夫の発揮を意図し

た性能発注の視点に配慮して検討を行い、要求水準書（案）を作成する。 

特に、改修期間中及び改修後の火葬能力に関する水準については、確実に市の要求

を満たしつつ、難易度の高い改修を完遂する提案を引き出せるものとすること。 



併せて、民間事業者が提案を行うために必要な参考情報を、参考資料として整理し、

提供すること。 

（４）実施方針及び要求水準書(案)の公表に関する支援 

本事業における入札説明書、要求水準書、事業費等の検討及び民間事業者の参画に向

けた現状把握や情報共有等を図るため、施設見学、直接対話等の実施に係る支援を行う。

質問回答、直接対話等の結果を整理し、入札説明書等に反映すべき事項を検討する。 

（５）実施方針及び要求水準書(案)への質問に対する回答支援 

実施方針及び要求水準書（案）の公表後、民間事業者からの質問・意見等について取

りまとめるとともに、質問に対する回答(案)を作成し、必要に応じて実施方針等の修正

を行う。 

（６）市の財政負担額の算定(予定価格の設定) 

実施方針等を踏まえて、導入可能性調査におけるＶＦＭ算定条件および算定過程を精

査し、本事業における市の財政負担額を算定(予定価格の設定)する。算定にあたっては、

根拠を明確にした必要資料を作成すること。また、昨今の人件費や工事価格の高騰とい

った社会情勢を踏まえ、予定価格の設定は慎重に行うこと。 

（７）入札説明書及び要求水準書の作成 

ア 募集にかかる資料等の作成 

 民間事業者を募集する手続きについて、本事業の事業概要、事業スケジュール、応

募者の参加資格要件、提案書の作成要領、提案金額の算定方法等を整理し、入札説明

書を作成する。 

イ 要求水準書の作成 

要求水準書（案）に対して、民間事業者の質問・意見の内容を踏まえて、必要な見

直しを行い、要求水準書を作成する。 

（８）選定基準及び様式集の作成 

参加申し込みのあった民間事業者（以下、「参加事業者」という。）から、最も優れた

事業者を選定するための選定基準(評価項目、評価方法、評価項目ごとの評価の視点・配

点等)を検討・作成する。また、設定した選定基準に基づき、審査するために必要な提案

書様式の作成を行う。 

（９）事業契約書(案)及び基本協定書（案）の作成 

実施方針のリスク分担表、並びに実施方針に対する民間事業者からの質問・意見等を

踏まえ、参加事業者から選定された事業者（以下、「選定事業者」という。）の履行業務

内容、サービス対価支払、契約の終了及び債務不履行、法令変更及び不可抗力発生時の

取扱い等を検討し、事業契約書（案）を作成する。 

併せて、選定事業者の設立する特別目的会社の設立・出資に関する条件、事業契約締

結までの手続等を検討し、基本協定書（案）を作成する。 

なお、契約書（案）の作成等について、ＰＰＰ事業の経験を有する弁護士によるリー

ガルチェックを行うこと。 

（10）入札説明書等の公表に関する支援 



公募(入札説明書公表)後、民間事業者からの質問・意見等について取りまとめるとと

もに、質問に対する回答(案)を作成する。また、施設見学、直接対話等の実施に係る支

援を行う。また、必要に応じて入札説明書等の修正を行う。 

（11）事業者選定委員会の運営に関する支援 

本事業における実施方針・要求水準書（案）、入札説明書等の審議における支援、およ

び後述する（11）事業者提案の審査支援を行う。 

議題の提案、委員会資料の作成等の開催･運営支援等を行う。なお、委員に支払う謝礼

については、含まないものとする。 

（12）事業者提案の審査支援 

参加事業者から提出された参加資格申請書類について、参加資格要件の確認を行う。 

参加事業者から提出された提案書について、要求水準との整合を確認するとともに、

提案書類の審査を支援するための審査補助資料を作成する。 

また、事業者選定委員会における評価結果を踏まえ、審査講評を作成する。併せて選

定事業者の提案内容を踏まえて、提案書類に基づく VFM算定を行う。 

（13）契約交渉支援 

選定事業者と市の契約締結に向けて、事業契約書（案）内容を詳細に確認する。その

際、選定事業者と市との協議に伴い必要となる支援を行う。なお、PPP事業の経験を有す

る弁護士の協力を得て実施すること。 

（14）業務打合せ・協議 

  本業務着手時、市が必要と認めたとき、業務最終納品時に業務打合せを行う。また、庁

内調整等における説明支援又は資料を作成する。 

 

５ 主なスケジュール 

（１） 相模原市営斎場長寿命化改修・運営事業事業者選定アドバイザリー業務委託の想定 

年度 締切 内容 

令和 

７年度 

初期 

 

随時 

 

11月末 

２月末 

 

 

随時 

・改修項目について改修範囲や内容の明確化 

・事業スキームの整理 

・実施方針及び要求水準書（案）の作成、公表支援（質問回答・施設見学・直

接対話等）※施設見学については斎場の休炉日とすること。 

・市の財政負担額の算定、算定根拠資料の提出 

・入札予定価格の精査 

・入札説明書・要求水準書・選定基準・事業契約書（案）・様式集等の公募資

料（案）作成 

・選定委員会運営（２回を想定）・庁内調整等説明支援 

令和 

８年度 

４月 

 

随時 

・入札説明書・要求水準書・選定基準・様式集等の公募資料作成・公表支援 

（質問回答・施設見学・直接対話等） 

・審査支援 

・契約交渉支援 



・選定委員会運営（３回を想定）・庁内調整等支援 

 

（２） 事業スケジュール 

  令和８年３月   事業費（債務負担行為）議決 

  令和８年４～５月 入札公告  

  令和８年１２月  仮契約 

令和９年３月   本契約  

令和１０年４月  現場工事着手 

令和１０年４月  維持管理運営開始  

令和１３年３月  改修施工完了 

上記（１）および（２）は、本市が想定しているスケジュールであり、受注者はこのス

ケジュールを基本として業務を遂行とすること。ただし、業務の進行状況等に応じ、本市

と協議の上、スケジュールの変更を定めるものとする。 

 

６ 既存資料 

発注者は、本業務を実施する上で必要となる関係資料等を可能な限り受注者に貸与する。

なお、受注者は貸与された資料の必要がなくなった場合は、速やかに発注者に返却する。 

 

７ 成果品 

（１）成果品 

業務が完了したときは、次の成果品を提出すること。 

なお、成果品の所有権、著作権等の一切の権利については、全て発注者に帰属するも

のとし、発注者の承諾なしに使用、公表してはならない。 

ア 報告書 ２部（簡易製本） 

令和７年度については、本業務の中間報告書を令和８年３月２６日までに提出するこ

と。令和８年度については報告書及び報告書概要版は、委託期間満了日までに提出する

こと。 

イ 各報告書及び本業務に係る資料の電子データ（CD-R 又は DVD-R）２枚 

  令和７年度分については、令和８年３月２６日までに提出すること。令和８年度につ

いては、委託期間満了日までに提出すること。 

（２）納品場所 

相模原市 市民局 斎場準備課 

 

８ 業務進捗状況等の協議、調整 

契約締結後、受託業務の管理技術者は、速やかに業務計画書を提出すること。また、業

務の遂行にあたり、作業方針及び進捗状況等について、市担当者との協議、報告等を定例

的に行うものとする。定例会は１か月に１回を目安とする。受注者において会議資料及び

議事録を作成すること。 



 

９ 管理技術者、担当技術者及び照査技術者について 

（１）受注者は、管理技術者、担当技術者及び照査技術者をもって、秩序正しい業務を行わ

させるとともに、火葬場の新設・改修等整備運営など事業者募集・選定に係るアドバイ

ザリー業務の経験及び業務を遂行するにあたり必要な知識を有する者を配置しなければ

ならない。 

（２）管理技術者は、火葬場の新設・改修等整備運営など事業者募集・選定に係るアドバイ

ザリー業務に関連する業務の経験（照査技術者として従事した実績は除く。）を有するも

のとし、業務全般にわたる管理を行わなければならない。なお、管理技術者には、技術

士(総合技術監理部門（建設―都市及び地方計画）若しくは建設部門（都市及び地方計画））

の資格を有する者を配置すること。 

（３）受注者は、業務の進捗を図るために十分な担当技術者を配置しなければならない。な

お、主担当技術者には、火葬場の新設・改修等整備運営など事業者募集・選定に係るア

ドバイザリー業務に関連する業務の経験を複数有する者を１名以上配置すること。 

（４）受注者は、照査技術者を配置しなければならない。なお、照査技術者には、上記（２）

の資格要件を有する者を１名以上配置すること。ただし、業務実績は照査技術者として

従事した実績を含めるものとする。 

（５）管理技術者、担当技術者及び照査技術者の変更は、やむを得ない場合を除き認めない。 

 

１０ 補足事項 

（１）受注者は、利益相反の観点から中立の立場であることが必要であり、関連企業も含め

て令和８年度に公告を予定している相模原市営斎場長寿命化改修・運営事業への参加は

できないものとする。 

（２）受注者は業務を遂行するにあたり、施設見学及び現場確認を行う際は、相模原市営斎

場条例に定める休場日及び指定管理者が定める休炉日に行う等、斎場利用者へ配慮する

こと。なお、令和７年度における市営斎場の休炉日は毎月第３友引としている。（令和８

年度の休炉日は未定。） 

（３）受注者及び被雇用者は、本業務において知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

なお、当該委託業務が終了した後も同様とする。 

（４）受注者及び被雇用者は、本業務で得た全ての資料・情報及び全ての作成・発信した情

報を市の承認を得ずに他の目的に使用してはならない。 

（５）業務完了後、受注者の過失に起因する不良箇所等が発見された場合は、市の必要と認

める改正、補足その他必要な作業を受注者の負担において速やかに行い、その結果を市

に報告するものとする。 

（６）受注者は、「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネ

ルギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵

守すること。 

（７）受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、「個人情報



の取扱いに関する特記事項」を順守しなければならない。 

（８）その他、この仕様書に定めのない事項は、市及び受注者双方の協議により決定するも

のとする。 


